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序章 背景と目的 

１ 計画作成の背景と目的 

 小田原には、古代から現代に至るまで営まれてきた人々の活動や暮らしの中で作り出され、

また育まれた、様々な有形・無形の文化財が存在しています。こうした文化財は小田原の歴

史や文化を今に伝える市民の共有財産であり、本市の歴史や文化を知るうえで欠かせないも

のです。 

 本市は、これまで文化財保護法、神奈川県文化財保護条例、小田原市文化財保護条例に基

づき、所有者や地域住民等と協力しながら文化財の保存と活用を推進してきました。しかし

ながら、近年は、都市化、核家族化が進む中、指定（登録）、未指定を問わず文化財の滅失や

散逸が懸念されるようになっています。特に、無形の民俗文化財は、伝統芸能だけでなく地

域に古くから伝わる行事や習わしなども、近年の少子高齢化や人口減少を背景とした担い手

の不足から断絶のおそれがあり、問題となっています。 

 また、世界的な気候変動に伴い、過去に経験したことのないような豪雨などの異常気象が

発生し、文化財に被害が及んだ例も発生しています。 

 文化財は地域の魅力ある資源であり、生涯学習や学校教育など教育分野での活用のみなら

ず､地域振興の素材として観光やまちづくりの分野での活用も期待されることから、保存と継

承に向けた広範で計画的な取組が必要です。 

 平成 30年（2018）の文化財保護法の改正により、市町村における文化財の保存及び活用に

関する総合的な計画である「文化財保存活用地域計画」の作成と文化庁長官による認定が制

度化され、文化財に関わる計画行政が法的な位置付けを持つことになりました。 

 本市ではこれまでに史跡など個別の文化財についての保存活用計画は作成してきましたが、

指定（登録）、未指定を問わず、市内に所在する文化財を包括する保存・活用についての計画

は作成してきませんでした。 

 そこで、本市の歴史文化と文化財がもつ価値と魅力を分かりやすく整理し、市民のほか本

市の歴史文化に興味を持つ全ての人に向けて発信・共有するとともに、本市に所在する文化

財について市民総がかりの総合的な保存・活用を進めるため、この方針を示すマスタープラ

ンとそれを具体化するアクションプランとして、文化財保護法第 183 条の３第１項の規定に

基づき「小田原市文化財保存活用地域計画」を作成します。 
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２ 計画期間 

本計画は令和８年度（2026）を始期とし、第７次小田原市総合計画（令和７年度～３期目

の実行計画の完了見込令和 18 年度）と、本計画に密接に関連する小田原市歴史的風致維持向

上計画（令和３年度～令和 12 年度）の期間を勘案したうえで、令和 18 年度（2036）までの

11 年間を計画期間とします。 

 

 

３ 本計画の位置づけ 

（１）本計画の位置づけ 

 本計画は、文化財保護法第 183 条の３に基づく計画であり、神奈川県文化財保存活用大綱

（令和元年（2019）11 月）に整合するものです。 

 本市においては、本計画を最上位計画である小田原市総合計画の下位計画として位置づけ、

小田原市歴史的風致維持向上計画（第２期）（令和３年（2021）３月）のほか、関連する他分

野の計画との整合性を図りました。 

また、本計画は文化財保存活用に関する基本計画（マスタープラン）かつ行動計画（アク

ションプラン）であり、分野ごと、個別の文化財に関する計画との整合性をとっています。 
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本計画の上位計画・関連計画等 
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（２）主な関連計画の概要 

 

第７次小田原市総合計画 

［小田原市基本構想：令和７年度（2025）～］ 

まちづくりの歩みは永続的なものであり、切れ目なく世代を超えてつないでいく視点が必要であることから、

目標年次を設定せず、おおむね 20 年先に次の世代の市民に引き渡すべき望ましいまちの姿を展望する。 

 

・持続可能な地域社会の創造 

  目標人口は設定しないものの、出生増・社会増を図る取組を継続 

  まち自体が持つ力を高め、その生産性を向上 

 

・「地域自給圏」の考えに基づいたまちづくり 

  まちづくりの資源＝小田原に備わる「自然の力」「人の力」「まちの力」 

                  「産業の力」「文化の力」 

 

・将来都市像 

「誰もが笑顔で暮らせる、愛すべきふるさと小田原」 

   市民一人ひとりのいのちを大切にし、にぎわいと活力があふれ、幸せを感じながら安心して暮らし 

   続けることができる持続可能なまち 

 

・まちづくりの目標 

  （１）いのちを大切にする小田原 

   ・市民一人ひとりが尊重され、誰もが自分らしく生き生きと暮らせるまち 

  （２）自然環境の恵みがあふれる小田原 

   ・将来にわたり自然環境の恵みがあふれ、暮らしや営みと調和するまち 

  （３）未来を拓く人が育ち、地域の絆が結ばれる小田原 

   ・課題を乗り越え自ら未来を切り拓く人が育つまち 

   ・地域コミュニティの絆が結ばれ、地域の個性が発揮できるまち 

  （４）地域経済が好循環し、多彩な資源が花開く小田原 

   ・豊かな資源の基に産業が育ち、地域経済の好循環が生まれるまち 

   ・多彩な文化が息づき、市民が誇りと愛着を持てるまち 

  （５）安心して暮らすことができる小田原 

   ・暮らしやすく快適に住み続けることができるまち 

   ・市民の思いや願いが実現される、確かな行政運営基盤を備えたまち 

 

［実行計画］ 

 「令和７年度実行計画」：第６期総合計画第１期実行計画の枠組で構成した１年間の計画 

 「第７次総合計画第１期実行計画」：令和８年度から令和 10 年度までの３年間の計画 

  以後、４年間の実行計画を作成し、実施する（序章２「計画期間」の図を参照） 
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小田原市歴史的風致維持向上計画（第２期） 

［計画期間：令和３年度（2021）～令和 12 年度（2030）］ 

 

本市は、「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づき、「小田原市歴

史的風致維持向上計画」を策定し、平成 23 年（2011）６月に国の認定を受け、歴史的風致形

成建造物の指定とその整備及び有効活用の促進、銀座・竹の花周辺地区やかまぼこ通り周辺

地区の修景整備等による街なみ環境の向上、歴史・伝統を反映した人々の活動支援など、10

年間にわたり歴史的風致の維持向上に取り組んできました。 

また、かつての別邸文化の名残を伝える板橋・南町における公民連携による歴史まちづく

りの活性化、歴史的風致形成建造物の持続的な保存活用を促すための仕組みづくりなど、更

なる歴史まちづくりを推進することを目的に、「小田原市歴史的風致維持向上計画第２期計画」

を令和３年（2021）に策定し、事業を推進しています。 

 

小田原市の歴史的風致と分布図

重点区域と区域内での事業 
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４ 本計画の対象（用語の定義） 

文化財保護法は、文化財として、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景

観、伝統的建造物群の６類型を定め、その他、埋蔵文化財、文化財の保存技術を保護の対象

としています。 

これら文化財のうち、歴史上、芸術上、または学術上の価値が高いものは、指定等文化財

として重点的に保護が行われています。一方で、市内には、指定等文化財だけでなく、地域

の人々が大切に守り育んできた、地域の歴史や文化、自然を物語る資源が数多く所在してい

ます。本計画では、文化財保護法や条例上の指定・登録の有無に関わらず、市域に広がる歴

史的・文化的・自然的な資源を“本計画で対象とする文化財”とします。文化財保護法で規定

される６類型に含まれる対象を幅広く捉えることで、未指定でも小田原市にとって特徴的な

ものや市民に身近なものを含めた幅広い資源を、“本計画で対象とする文化財”とします。 

また、文化財は、周囲の景観、文化財を支える人々の活動や施設、産業等の「文化財を取り

巻く周辺環境」と一体となってこそ、その価値を高めることができます。 

本計画では、「文化財」と「文化財を取り巻く周辺環境」の有機的な結びつきにより生み出

される総体を「歴史文化」と定義し、文化財の保存・活用を通して、未来に継承していくこと

を目指します。 

本計画の対象とする文化財と歴史文化


	表紙・裏表紙（案）260129
	空白ページ
	小田原市（本編）①

